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埼玉県警察組織規則等の一部を改正する規則をここに公布する｡ 

 令和６年３月12日 

                   埼玉県公安委員会委員長 工 藤 由 起 子   

埼玉県公安委員会規則第３号 

   埼玉県警察組織規則等の一部を改正する規則 

 （埼玉県警察組織規則の一部改正） 

第１条 埼玉県警察組織規則（昭和50年埼玉県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

  第19条第５号及び第７号並びに第20条第６号中「薬物銃器対策課」を「組織犯罪対策第一

課」に改める。 

  第26条第２項を次のように改める。 

 ２ 組織犯罪対策局に、次の４課を置く。 

  組織犯罪対策総務課 

  組織犯罪対策第一課 

  組織犯罪対策第二課 

  組織犯罪対策第三課 

  第29条第５号を削る。 

  第34条の見出しを「（組織犯罪対策総務課）」に改め、同条中「組織犯罪対策課」を「組

織犯罪対策総務課」に改める。 

  第34条の２を次のように改める。 

  （組織犯罪対策第一課） 

 第34条の２ 組織犯罪対策第一課においては、次の事務をつかさどる。 

  (1) 暴力団等に係る犯罪の捜査に関すること。 

  (2) 賭博犯罪の捜査に関すること。 

  (3) 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。 

  (4) 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。 

  (5) 暴力団排除対策室に関すること。 

  第34条の３を削る。 

  第35条の見出しを「（組織犯罪対策第二課）」に改め、同条中「国際捜査課」を「組織犯



 

 

罪対策第二課」に、同条第２号中「組織犯罪対策課」を「組織犯罪対策総務課」に改める。 

  第35条の次に次の１条を加える。 

  （組織犯罪対策第三課） 

 第35条の２ 組織犯罪対策第三課においては、次の事務をつかさどる。 

  (1) 特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺並びにこれに関連して行わ

れる犯罪の捜査に関すること。 

  (2) 特殊詐欺連合捜査室に関すること。 

  第50条中第９号を第10号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

  (9) 植樹祭対策室に関すること。 

  第60条の２を削り、第60条の３を第60条の２とする。 

  第60条の４第１項中「捜査第四課」を「組織犯罪対策第一課」に改め、同条を第60条の３

とし、同条の次に次の１条を加える。 

  （特殊詐欺連合捜査室） 

 第60条の４ 組織犯罪対策第三課に、特殊詐欺連合捜査室を附置する。 

 ２ 特殊詐欺連合捜査室においては、特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用

詐欺並びにこれに関連して行われる犯罪に係る広域捜査に関する事務をつかさどる。 

  第63条の３を第63条の４とし、第63条の２の次に次の１条を加える。 

  （植樹祭対策室） 

 第63条の３ 警備課に、植樹祭対策室を附置する。 

 ２ 植樹祭対策室においては、第75回全国植樹祭の開催に伴う警衛、交通等の対策に係る企

画及び実施に関する事務をつかさどる。 

 （犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状を請求することができる司法警

察員の指定に関する規則の一部改正） 

第２条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状を請求することができる司

法警察員の指定に関する規則（平成12年埼玉県公安委員会規則第12号）の一部を次のように

改正する。 

  第２号中「同部組織犯罪対策局捜査第四課、同局薬物銃器対策課及び同局国際捜査課」を

「同部組織犯罪対策局組織犯罪対策第一課、同局組織犯罪対策第二課及び同局組織犯罪対策

第三課」に改める。 



 

 

 （埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則の

一部改正） 

第３条 埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規

則（平成27年埼玉県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「刑事部組織犯罪対策局薬物銃器対策課長」を「刑事部組織犯罪対策局組織犯罪

対策第一課長」に、「刑事部組織犯罪対策局薬物銃器対策課」を「刑事部組織犯罪対策局組

織犯罪対策第一課」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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1237 番 105 

別図 

起点は埼玉県入間市東町六

丁目 1237 番 105 の最北端と

する。 
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店
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縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
コ
ー
プ
坂
戸
薬
師
町
店 

 
 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
薬
師
町
二
十
八
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
み
ら
い 

代
表
理
事
・
専
務
理
事 

河
田
喜
一 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
根
岸
一
丁
目
五
番
五
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
み
ら
い 

代
表
理
事
・
専
務
理
事 

河
田
喜
一 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
根
岸
一
丁
目
五
番
五
号 

外
計
四
者 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

三
千
四
百
四
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
六
一
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
〇
七
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
六
・
五
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

六
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
二
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
七
号 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
保
安
林
の
所
有
者
の
う
ち
次
の
者
の
所
在
が
不
分
明
で

あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
神
川
町
役
場
に
掲
示
し
、

そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

所
在
が
不
分
明
な
者
の
氏
名
（
又
は
名
称
） 

 
 

阿
部
亀
吉
、
阿
部
久
蔵
、
阿
部
四
方
太
郎
、
阿
部
義
一
、
阿
部
吉
次
郎
、
新
井
栄
一
、
新
井

カ
ク
、
新
井
一
義
、
新
井
喜
作
、
新
井
源
一
郎
、
新
井
繁
治
、
新
井
宣
太
、
新
井
由
三
郎
、
飯

塚
正
惠
、
梅
原
ト
シ
、
岡
部
茂
次
郎
、
金
澤
金
作
、
金
澤
敏
之
、
金
澤
宏
光
、
金
沢
兵
蔵
、
金

澤
政
次
郎
、
川
鍋
孝
雄
、
黒
沢
廣
志
、
小
林
カ
メ
、
阪
居
嘉
一
、
多
田
定
重
、
戸
塚
周
子
、
西

井
禎
重
郎
、
西
井
静
璋
、
西
井
正
明
、
貫
井
木
材
工
業
株
式
会
社
、
沼
真
一
、
沼
豊
次
郎
、
野

口
仙
太
郎
、
保
証
責
任
矢
納
村
信
用
販
売
購
買
利
用
組
合
、
水
島
タ
キ
子 

二 

通
知
の
要
旨 

 

イ 

農
林
水
産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
こ
と
。 

 

ロ 

変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
六

年
二
月
十
三
日
付
埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
七
号
（
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
）

に
よ
る
こ
と
。 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
八
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
六
年
一
月
三
十
一

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
か

ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
九
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
九
―
二
三
―
四
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
朝
霞
市
泉
水
三
丁
目
百
四
十
番
二
外
十
八
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

九
千
八
百
九
十
八
・
六
七
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

熊
谷
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

熊
谷
都
市
計
画
区
域
の
区
域 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
熊
谷
市
都
市
整
備
部

都
市
計
画
課
、
熊
谷
市
産
業
振
興
部
東
部
地
域
開
発
推
進
室
、
熊
谷
市
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

熊
谷
都
市
計
画
区
域
区
分 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
佐
谷
田
字
飯
塚
及
び
字
山
神
の
各
一
部
、
太
井
字
地
田
の
一
部 

 

ロ 

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

な
し 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
熊
谷
市
都
市
整
備
部

都
市
計
画
課
、
熊
谷
市
産
業
振
興
部
東
部
地
域
開
発
推
進
室
、
熊
谷
市
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
ま
で 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号 

 
八
潮
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

 

             
 

              

埼

玉

県

知

事

第

八

号 

指

定

番

号 

株

式

会

社

建

築

構

造

セ

ン

タ

ー 

名

称 

東
京
都
新
宿
区

新
宿
一
丁
目
八

番

一
号 

変
更
後
の
住
所 

東
京
都
新
宿
区

新
宿
一
丁
目
八

番

一

号 

変
更
後
の
構
造

計
算
適
合
性
判

定
の
業
務
を
行

う
事
務
所
の
所

在
地 

平
成
二
十
六
年

五
月
二
十
六
日 

住
所
及
び
事
務

所
の
所
在
地
の

変
更
日 

 

埼
玉

県
知

事
第

十
六

号

 

委
任

番
号 

日
本
建
築

検
査
協
会

株
式
会
社 

指
定
構
造

計
算
適
合

性
判
定
機

関
の
名
称 

構
造
計
算

適
合
性
判

定
の
業
務

を
行
う
事

務
所
の
所

在
地 

変
更
事
項 

構
造
判
定
部 

東
京
都
中
央
区

日
本
橋
三
丁
目

十
二
番
二
号 

 

変

更

前 

構
造
判
定
部 

東
京
都
中
央
区

日
本
橋
二
丁
目

十
二
番
六
号 

変

更

後 

令
和
六
年
三

月
十
八
日 

変
更
年
月
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  ヘリコプターテレビシステムの賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年１月22日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 東京都品川区大崎１丁目

６番３号 

５ 落札金額 

  201,071,640円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年12月22日 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

一 

日
時 

令
和
六
年
三
月
十
三
日 

午
後
二
時 

二 

場
所 

さ
い
た
ま
共
済
会
館
五
〇
三
会
議
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

桶
川
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 
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